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北河内４市リサイクル施設組合告示第 19 号 

 

入 札 公 告 

 

公有財産の売払いについて、下記のとおり一般競争入札を実施するので、地方

自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の６第１項の規定に基づき公告

する。 

 

令和６年 11 月 28 日 

北河内４市リサイクル施設組合   

管理者  広 瀬  慶 輔     

 

 

１ 入札に付する公有財産物件 

物件 

番号 
物件名 登録年度 排気量 稼働時間 予定価格 入札保証金 

１ ホイールローダー H19.11 3,310cc 2,182hr 700,000 円 70,000 円 

※ 「予定価格」とは最低売却価格であり、この金額以上の入札額を有効とする。 

 

２ 入札の方式 

紀尾井町戦略研究所株式会社が運営するインターネット公有財産売却システ

ム（以下「ＫＳＩ官公庁オークション」という。）を利用した一般競争入札 

 （https://kankocho.jp/） 

 

３ 入札参加資格 

  以下のいずれかに該当する者は、本入札へ参加することができない。 

 ⑴ 地方自治法施行令第 167 条の４第１項又は第２項各号に該当すると認め

られる者 

⑵ 次のいずれかに該当する者 

ア 個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団
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員」という。）又は暴力団関係者（暴力団員ではないが暴力団（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴

力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。）に該当すると認められる者 

イ 法人又はその他の団体にあっては、役員等（法人の役員又はその支店若

しくは営業所等を代表する者をいう。これらに類する者を含む。）が暴力

団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）に該当すると認め

られる者 

ウ 個人又は法人の役員等であって、暴力団員等でなくなった日から５年を

経過しない者 

⑶ 前項のほか、次のいずかに該当すると認められる個人、法人又はその他の

団体（以下「法人等」という。） 

ア 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等 

イ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等

が経営若しくは運営に関与している法人等を利用するなどしている法人等 

ウ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営

若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又

は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人

等 

エ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有している法人等 

オ 役員等又は使用人が、役員等が暴力団員等である法人等又は前各号のい

ずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどし

ている法人等 

⑷ 日本語を完全に理解できない者 

⑸ 本組合が定める本ガイドラインおよびＫＳＩ官公庁オークションに関連す

る規約・ガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない者 

⑹ 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこ

れらの資格などを有していない者 

 ⑺ 入札参加申込の手続きを完了していない者 
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４ 入札参加申込及び入札保証金の納付 

 ⑴ 仮申込 

あらかじめ取得しているログインＩＤを使用して、ＫＳＩ官公庁オークシ

ョン上で仮申込を行うこと。 

申込期間：令和７年１月 15 日（水）午後１時から 

令和７年２月４日（火）午後２時まで 

 ⑵ 必要書類の送付 

仮申込手続及び入札保証金納付の完了後、本組合のホームページから「入

札保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」をダウンロードして印刷し、

必要事項を記入のうえ、本組合に郵送（簡易書留）で送付すること。 

※ 代理人入札の場合は、代理人入札である旨を当該依頼書に記載するとと

もに、委任状を添付すること。 

 申込期限 令和７年２月４日（火） （消印有効） 

⑶ 入札保証金の納付  

ア 入札に参加する者は、本組合が定める入札保証金を、下記口座への銀行

振込により納付しなければならない。なお、入札保証金納入に要する経費

（振込手数料等）は、入札に参加する者の負担とする。 

  納付期限：令和７年２月７日（金）午後３時まで 

  振込口座：枚方信用金庫寝屋川支店 普通 ３９３３７０ 

  口座名義 北河内４市リサイクル施設組合 会計管理者 畑中 克仁 

イ 落札者の納付した入札保証金は、「契約保証金充当依頼書兼売払代金充

当依頼書」に基づき、全額、契約保証金に充当する。 

ウ 落札者以外の者の入札保証金の返還方法については、次のとおりとする。 

   ・銀行振込による納付 

公有財産売却の参加者が指定する銀行口座に振り込む（公有財産売却

の参加者（入札保証金返還請求者）名義の口座のみ指定可能）。 

なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後４週間程度要すること

がある。 

 ⑷ 本申込 

   入札保証金の納付を確認後、速やかに本組合において本申込完了の手続き

を行う。 
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  ※ 入札保証金の納付確認には、３開庁日程度要することがある。 

 

５ 下見 

  下見会は実施しないが、事前に本組合事務局に電話予約の上、見学をするこ

とができる。 

 【下見場所】 

  北河内４市リサイクルプラザ 

（大阪府寝屋川市寝屋南一丁目７番１号） 

   Tel:072-823-2038 

 【下見時間等】 

  平日の午前９時から午後５時まで 

 

６ 契約条項を示す場所及び期間 

 ⑴ 場所 大阪府寝屋川市寝屋南一丁目７番１号 

      北河内４市リサイクル施設組合事務局 

⑵ 期間 令和７年１月 15 日（水）午後１時から 

令和７年２月４日（火）午後２時まで 

 

７ 入札期間及び入札執行の日時等 

⑴ 入札期間 令和７年２月 18 日（火）午後１時から  

令和７年２月 25 日（火）午後１時まで 

 ⑵ 入札執行の日時等 

  ア 開札日時 令和７年２月 25 日（火）午後１時以後速やかに 

イ 開札場所 ＫＳＩ官公庁オークション上 

 

８ 入札方法   

⑴ ＫＳＩ官公庁オークション上で、入札金額を登録すること。なお、入札

（入札金額の登録）は１回のみとし、入札する者の都合による取消しや変更

はできない。 

⑵ 郵便等による入札書の提出は認めない。  
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９ 落札者の決定方法 

 ⑴ ＫＳＩ官公庁オークション上での開札後、予定価格（最低売却価格）以上

で、かつ、最高価格である入札金額を売却決定金額とし、その入札金額で入

札した者を落札者とする。   

⑵ 最高価格で入札した者が複数いる場合は、くじ（自動抽選）で落札者を決

定する。 

⑶ 落札者のログインＩＤ及び売却決定金額を、ＫＳＩ官公庁オークション上

で公開する。 

 

10 契約保証金 

契約保証金は、「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書」に基づき、

全額、入札保証金を充当する。 

 

11 契約の締結   

⑴ 落札者は、契約書（２部）及び次の書類を本組合に提出し、令和７年３月

５日（水）午後５時までに契約を締結しなければならない。その際、仮申込

時の情報と提出書類の内容が異なる場合は、原則、落札者の決定を取り消し、

契約締結を行わない。 

・契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書 

・保管依頼書兼搬出計画書 

  ※ 上記書類のほか、物件の内容により必要とされる書類の提出を求める場

合あり  

⑵ 落札者が本組合の定める契約締結期限までに契約を締結しない場合は、そ

の落札を無効とし、契約保証金は、本組合に帰属する。 

 

12 売払代金の納付   

⑴ 契約を締結した者は、令和７年３月 11 日（火）午後２時 30 分までに、

本組合が発行する納入通知書により当該契約に係る売払代金を納付しなけれ

ばならない。  

⑵ 売払代金（納付する金額）は、落札金額から契約保証金相当額を差し引い

た金額とする。 
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⑶ 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転する。 

 

13 物件の引渡し 

⑴ 売払代金納付後、売払代金納付時の現状有姿で売却物件を引き渡す。 

⑵ 売却物件の受渡場所は、同物件の所在地とする。 

⑶ 引渡しに関する一切の費用は、落札者の負担とする。 

 

14 入札の無効   

本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の確認につ

いて虚偽の申請を行った者のした入札及び入札説明書（本組合ガイドライン）

に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 

 

15 その他 

⑴ 入札参加者は、ＫＳＩ官公庁オークション組合ページ、組合ガイドライン

等を確認し、これらの条項を遵守すること。   

⑵ 契約締結後に本組合の責に帰すことができない事由により滅失、き損等が

生じた場合、本組合に対して契約の解除及び売払代金の減額を請求すること

はできない。 

⑶ この公告、組合ガイドライン等に記載する事項及び下見にて確認した売却

物件と整合しない事柄を発見しても、それを理由として落札の無効、契約の

解除及び売払代金の減額を請求することはできない。また、本組合は、契約

不適合責任を負わない。 

⑷ 契約締結後に、当該契約に定める義務を履行しないときは、その損害に相

当する金額を損害賠償として本組合に支払わなければならない。 

 

【問い合わせ先】  

〒572-0855 大阪府寝屋川市寝屋南一丁目７番１号 

北河内４市リサイクル施設組合事務局  

Tel:072-823-2038 

Fax:072-880-7770 

Email:jimukyoku@kazaguruma.or.jp 


